
　

　

妊婦健康診査・新生児聴覚ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査・産婦健康診査・１か月児健康診査

ママ･パパ教室(予約制）

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭に

保健師等が訪問して、体重測定や育児相談、予防

接種の受け方等の説明を行います。

母子健康手帳に添付されている出生連絡票

（ハガキ）を送付してください。

※里帰り先での訪問を希望の場合は、ご連絡

ください。

オンライン相談

妊産婦さんや子育て中の方、その家族が対象です。

詳細は町ホームページをご覧ください。

小川町では、赤ちゃんを望まれる方に、

不妊検査費・不育症検査費に係る費用の一部を助成します。

詳細は町ホームページをご覧ください。

〈場 所〉 ココット（小川町子育て総合センター）

〈日 時〉 月～土曜日[祝日・年末年始は除く]

午前８時３０分～午後５時１５分

（妊婦さんにお話を伺います。時間に余裕を

持ってお越しください。）

〈持ち物〉 ・妊娠 （出産予定日）の確認ができるもの

・マイナンバーカード

※通知カードの場合は、本人確認ができるもの

（運転免許証等）が必要です。

母子健康手帳の交付

不妊検査費・不育症検査費助成制度

妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福

祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を組み合わせて、

子ども・子育て支援法の『妊婦のための支援給付』を実施し、

妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。

詳細は町ホームページをご覧ください。

こども家庭センターは、妊娠期から出産・子育て期にわたる様々なご相談にワンストップで応じる相談窓口です。 保健師等による相談や

子育てサービスの情報提供、必要な方には支援プランの作成を行い、地域の関係機関と連携しながら子育てについて一緒に考え、応援します。

産後ケア

産科医療機関や助産院等で、休養したり、授乳や育児相談を受けることができます。

〈対象者〉 産後の母親と生後１２か月未満の赤ちゃん

〈種 類〉 宿泊型、日帰り型、訪問型 （利用可能な日数は合わせて５日間です。）

〈利用料金〉 所得に応じて利用料金が発生します。

〈利用の流れ〉 保健師が母親の状況や希望に沿って支援プランを作成し、調整を行います。

契約医療機関（申請時にお尋ねください）での助成券・受診票（母子健康手帳交付時に申請）利用により健康診査等の費用の一部を公費で負担します。

契約外医療機関の場合は償還払いとなります。 ＊お母さんの健康管理と赤ちゃんの健やかな発育のため、必ず受けるようにしましょう！

〈場 所〉 ココット（小川町子育て総合センター）

〈持ち物〉 母子健康手帳、筆記用具、エプロン

〈日 時〉 午前９時３０分～正午

＊妊娠・出産・育児について、楽しく学びましょう!!

＊日程はP2

・妊婦のための支援給付

・妊婦等包括相談支援事業

赤ちゃん訪問

「こども家庭センター」 をココット（小川町子育て総合センター）に設置しました。

妊娠・出産から子育てまで切れ目なく皆さんを応援します！

妊娠 出産 育児

LoGoフォームより予約

こどもの健康
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